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上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について 

 

当社は、2021 年 12 月 22 日にプライム市場の上場維持基準への適合に向けた計画書を提出し、

その内容について開示しております。 

この度、2022 年 12 月末時点における上場維持基準（売買代金基準）への適合状況が新たに不

適合となりましたので、上場維持基準（売買代金基準）への適合に向けた計画書を提出いたしま

す。また、上場維持基準（売買代金基準）への適合に向けた計画期間は 2024 年 12 月 31 日であ

ります。 

なお、現時点において 2021 年 12 月 22 日に開示いたしました「新市場区分における上場維持

基準の適合に向けた計画書」に記載の基本方針、計画期間（2025 年３月期）については変更あり

ません。 

記 

 

１． 当社の上場維持基準の適合状況の推移について 

 当社の 2022 年 12 月末日時点におけるプライム市場の上場維持基準への適合状況は、以下のとおり

となっており、「流通株式時価総額」、「1 日平均売買代金」については基準を充たしておりません。 

当社は、「1 日平均売買代金」に関して 2024 年 12 月 31 日までに上場維持基準を充たすため。引続

き各種の施策を進めてまいります。 

  流通株式数 
流通株式 

時価総額 
流通株式比率 

1 日平均 

売買代金  

当社の適合

状況及びそ

の推移 

2021 年 6 月末 

（移行基準日時点） 

※１ 

50,054 単位 50.58 億円 63.70% 0.493 億円 

 

 

2022 年 12 月末 

※２ 
49,218 単位 27.75 憶円 62.70% 0.101 億円 

 

 

 上場維持基準 20,000 単位 100 億円 35.00% 0.2 億円  

適合状況 適合 不適合 適合 不適合  

計画期間   2025 年 3 月期   2024 年 12 月末  

 



 

※１ 2021 年 6 月末時点（移行基準日）の当社の適合状況は、東証が基準日時点で把握している当社の株 

券等の分布状況等をもとに算出を行ったものです。 

※２ 2022 年 12 月末日時点の流通株式数、流通株式時価総額及び流通株式比率は、2021 年 6 月末の東証 

による算出方法に合わせて、当社が 2022 年 9 月末時点の株券等の分布状況をもとに試算を行ったも 

のです。なお、流通株式時価総額の試算における株価は 2022 年 10 月から 2022 年 12 月の終値平均 

値をもとに記載しております。2022 年 12 月末時点の 1日平均売買代金は、東証が 2022 年 1 月から 

12 月までの上場維持基準（売買代金基準）への適合状況を確認した結果の通知をもとに記載してお 

ります。 

 

２． 上場維持基準の適合に向けた取り組みの基本方針、課題及び取り組み内容 

 プライム市場の上場維持基準の充足に向けた「１日平均売買代金」の向上にかかる取り組みの基本

方針、課題及び取り組み内容については、下記に記載のとおりです。 

 

 当社では、これまで流通株式時価総額の基準適合に向けて、中期経営計画の実行を基本方針とした

計画を策定、開示しておりましたが、業績の向上及び株式市場における評価を高めるという点におい

ては、売買代金の向上にも寄与するものと考えております。 

「１日平均売買代金」の上場維持基準を充たしていない理由は、構成要素である出来高と株価が業績

不振等により低迷していたためであると考えております。企業価値の向上と株式市場で適正な評価を

得るために、業績の回復を図り、ＩＲなどを通じて会社情報を発信し会社の適正な価値を投資家に知

って頂くことに努めることが課題であると認識しております。 

また、海外投資家を視野に入れ株主総会招集通知の英訳版の開示について現在対応準備をすすめて

おります。投資家への説明をより一層充実させ、当社への株式投資を促し、当社の計画実行をより推

進すること、当社グループの企業価値向上させることにより、計画期間までに上場維持基準への適合

を目指してまいります。 

 今後におきましても、上場維持基準への適合に向けた計画書の取り組みを継続することが、「1 日平

均売買代金」を含む上場維持基準を充たす上で有意であることから、課題や取り組みについて基本的

な変更はありません。 

 

 なお、移行基準日時点でプライム市場の上場維持基準を充たしておりませんでした「流通株式時価

総額」につきましては、2023 年３月末の適合状況がわかり次第、改めてお知らせいたします。 

 

 

以上 


